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広広広   報報報   

１月運航実績 

●運航日数（前年数値） 

 客 船    １０日（  ７日） 

 貨物船     ４日（  ４日） 

 ヘリコミ   ３０日（ ２９日） 

●就航率 （前年数値）※客船は2回/日 

 客 船    ２９％（ １９％） 

 貨物船   １００％（１００％） 

 ヘリコミ   ９７％（ ９４％） 

●来島者数（前年数値） 

 客 船    ８８名（ ５６名） 

 ヘリコミ  ２８１名（３０３名） 

●離島者数（前年数値） 

 客 船    ２４名（  ３名） 

 ヘリコミ  ２４４名（２３３名） 

 

目次・・・ 
 

●御蔵島村離島高校生等就学支援助成制度について…１ｐ 
 

●防風防鳥網等の購入費用援助のご案内…２ｐ 
 

●東京都交響楽団 御蔵島公演のご案内…２ｐ 

 世帯・人口 （平成２５年２月１日現在） 

◇世帯数（前月比） ◇人口（前月比） 

１７１ 世帯 （１世帯減） 男性 １７２ 名 （１名減） 

   女性 １４５ 名 （１名増） 

   合計 ３１７ 名 （増減無し） 

平成２５年１月２５日  

村尾公一  東京都技監（建設局長兼務）  来訪  

mailto:kizai@mikurasima.jp
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〈１〉 

御蔵島村離島高校生等就学支援助成制度について  
 

 平素より本村の行財政運営につきまして、ご理解とご協力を賜りお礼申し上げます。 

 村では、島外に進学する高校生等の居住に要する保護者負担を軽減するため、標記助成制度を平成２４年度より開始します。 

 制度内容については下記のとおりですので、ご案内します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 総務係 ０４９９４－８－２１２１ 

助成の対象者 

御蔵島中学校を卒業後、島を離れて高等学校等（※）に在籍する生徒の保護者等のうち、次の要件

を満たす者 

・現に村に住所を有する者 

・村税、保険料、村営住宅家賃等を滞納していない者 

・村の振興発展に貢献する意欲がある者 

※高等学校等 

公立高等学校等に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年

法律第１８号）にて定める①高等学校、②中等教育学校の後期課程、③特別支援学校の高等部、④

高等専門学校、⑤専修学校及び各種学校のこと。公立・私立は問わず、高等専門学校については第

１学年から第３学年までに限る。 

助成の対象外 

となる者 
特定期限の見込まれた、住所を有する者 

助成の対象 

となる経費 

生徒が高等学校等に在学するための居住費。（食費・光熱費等を除く。） 

ただし、以下に居住する場合は月額２５,０００円として算定する。 

・居住費に食費等が含まれ、費用を分けられない寄宿舎等 

・保護者等が所有する持ち家等 

助成金額 生徒１人につき月額２５,０００円（上限） 

助成対象期間 高等学校等在学中の３年間（上限） 

申請方法 
毎年５月末（ただし平成２４年度申請は平成２５年２月末）までに役場備え付けの交付申請書に必

要書類を添付し役場宛提出。 

必要書類 在学証明書、居住証明書、その他必要書類 

助成金交付の 

決定 
申請書を審査し、助成金の交付が認められた者に交付 

助成金の 

支給時期 

毎年９月（上半期６か月分）、３月（下半期６か月分）に支給。ただし、平成２４年度は平成２５

年３月に１２か月分を支給。 

助成金の 

支給取消 

交付条例に違反、虚偽の申告、暴力・恐喝等公共の秩序を乱す行為など、助成の主旨にそぐわない

行為を行ったときは支給取消の対象とする。 

２月は固定資産税・国民健康保険税の第４納期です。 

村税の納め忘れはありませんか？ 村税は納期内に納めましょう。  
 

 納め忘れてしまっている村税はありませんか？もう一度お手元の納付書、領収書をご確認下さい。 
 

■村税を滞納すると督促料や延滞金を納めなければなりません 

 村税の納期限は年度末ではありません。税額を４分割し、年４回の納期を設けています（軽自動車を除く）。それぞれの納期に

は期限が設けられており、各納期の納期限を過ぎると、本来納めるべき税金のほか、余分な督促料や延滞金を納めなければなりま

せん。延滞金は、本来納めるべき金額に下記の割合でかかることになります。延滞金は、納期限内に納付された方との公平性を保

つためのものです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

村税の納付は便利で確実な「口座振替」で 
 

 口座振替なら窓口に足を運ぶ手間が省け、納期を気にせずとも納め忘れがありません。村税の納付には、便利で

確実な口座振替をお勧めします。口座振替依頼書は郵便局または村役場窓口でお申出下さい。 
 

 【口座振替に関するお問合せ】 

御蔵島郵便局０４９９４－８－２２０１ ／ 企画財政係０４９９４－８－２１２１ 
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防風防鳥網等の購入費用援助のご案内  
 

 強風や野鳥等の被害でお困りの農家の方に、下記のとおり、

防風網・防鳥網等の購入費用の一部を援助します。 

 ご希望の方は、御蔵島村農業協同組合にてご利用下さい。 

【お問合せ】 

       産業建設係 ０４９９４－８－２１２１ 

  御蔵島村農業協同組合 ０４９９４－８－２２１２ 

椎茸の放射能測定結果について 
 

 村内で採取した椎茸についての放射能測定を実施しました。

測定値は、食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関

する新基準値(放射性セシウム：１００Bq/kg)を大きく下回る結

果であったことをお知らせ致します。 
 

■食品中の放射性物質に関する新基準値について（厚生労働省より） 

 ２０１２年４月からの新しい基準値は、食べ続けたときに、その食

品に含まれる放射性物質から生涯に受ける影響が、十分小さく安全な

レベル（年間１ミリシーベルト以下）になるよう定めています。これ

は、食品の安全基準を定めている国際的な委員会が、これ以上の措置

をとる必要はないとしている指標に基づく、厳しい水準です。 

〈２〉 

黄楊・桑原木の購入について  
 

 黄楊・桑の原木について、下記のとおり購入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 産業建設係 

０４９９４－８－２１２１ 

 

 １．引取り価格は、御蔵島村産業センター原材料購入価格基準で引取ります。 

 ２．黄楊は「総重量２ｔ」、桑は「４㎥」で引取り停止となります。 

 ３．林業農家一戸あたり黄楊１５０ｋｇ程度の引取り予定です。 

   多量に超過する場合は、引取りできないこともありますので留意くださいますようお願いします。 

ちょこっと共済 ～加入受付スタート～ 
 

■ちょこっと共済とは？ 

 東京都の全市町村が共同で実施する公的な共済制度です。交

通事故に遭われた方々に見舞金をお支払するために、住民のみ

なさんが会費を出し合うことで、地域に助け合いの輪を広げよ

うとする相互扶助を目的とした事業です。 
 

■ちょこっと共済のお申し込みは 

 ２月～３月にかけてご家庭へ配布される加入申込書でお申し

込みください。村役場窓口にて受付けております。 
 

■ちょこっと共済について 

http://www.ctv-tokyo.or.jp/kotu/chokotto/index.html 
 

【お問合せ】民生係 ０４９９４－８－２１２１ 

インフルエンザにご注意を！  
 

 今年もインフルエンザの流行する季節となりま

した。手洗い、うがいの習慣をつけましょう。 
 

 この時期に発熱のある方が診療所で診療を希望

される場合は、まず診療所へお電話でご相談くだ

さい。症状をお聞きしたうえで来所のご案内をい

たします。皆様のご協力をお願い致します。 
 

 また、夜間・休診日などは村役場までご相談ください。 

 

【お問合せ】 

御蔵島診療所 ０４９９４－８－２２０６ 

御蔵島村役場 ０４９９４－８－２１２１ 

黄楊原木 
末口１０ｃｍ以上 １ｋｇ ６００円 

末口５ｃｍ以上１０ｃｍ未満 １ｋｇ ４００円 

桑原木 

末口５０ｃｍ以上 長さで２ｍ ４０，０００円 

末口４０ｃｍ以上５０ｃｍ未満 長さで２ｍ ３０，０００円 

末口３０ｃｍ以上４０ｃｍ未満 長さで２ｍ ２０，０００円 

末口２０ｃｍ以上３０ｃｍ未満 長さで２ｍ ３，０００円 

（木内部によって） 長さで２ｍ １２，０００円 

末口２０ｃｍ前後 長さで２ｍ ２，０００円 

購入期間 平成２５年２月１日 ～ 平成２５年３月１５日 

取引場所 御蔵島村産業センター（土、日、祝祭日を除く毎日） 

対象者 現在御蔵島村に住所を有し、農業を営む方 

受付期間 
平成２５年１月２８日～ 

平成２５年２月２８日 

取扱い場所 御蔵島村農業協同組合 

対象商品 
防風網、防鳥網、支柱、ロープ、 

防風網止め具、防虫ネット、支柱 

援助額 
資材購入金額の３分の２とし、一農家あた

り２万円を上限額とする 

検体 椎茸 

ヨウ素-131 検出下限値未満 

放射性セシウム-134 検出下限値未満 

放射性セシウム-137 12 ± 2.8 

（検査機関 株式会社環境総合テクノス） 
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〈３〉 

＜東京都島嶼町村一部事務組合＞ 大島一般廃棄物管理型最終処分場見学会のお知らせ  
 

 日頃、当組合の運営について、ご支援・ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 このたび、標記見学会を開催することといたしました。管理型最終処分場は８町村の共同事業であることから、当組合としては

見学会の開催を広く構成団体の住民の皆様方に周知することが必要であると考えております。見学をご希望の方は、是非この機会

をご利用ください。 

今月の来庁者  

日時 平成２５年３月２７日 午後２時から（１時間程度） 

場所 東京都大島町差木地地内 

募集人員 ２０名（現地集合が可能な個人又は団体） 

申込方法 ３月２２日（金）午後５時までに電話申込（先着順） 

申込先 東京都島嶼町村一部事務組合 河野・鈴木 

電話番号 ０３－３４３２－４９６１ 

＜総務省＞ 「通信利用動向調査」ご協力のお願い  
 

 「通信利用動向調査」は、総務省が毎年行っている、インターネットやスマートフォンなど我が国の通信・放送サービスの利用

状況を把握する重要な調査です。調査内容は、国の政策や民間企業など、様々な分野で通信に関する重要な基礎資料として活用さ

れます。是非、皆さまのご協力をお願いいたします。 
 

 ◆本調査は、統計法に基づく承認を得て、住民基本台帳を元に実施しております。 

  ご記入いただいた情報は厳重に管理した上で統計以外の目的には一切使用致しません。 

 ◆調査結果は平成２５年５月下旬（予定）に総務省より発表されます。 

 ◆調査にご協力頂いた方には、薄謝（図書カード）を後日郵送にてお送りさせて頂きます。 

 ◆昨年度の調査結果は下記ＵＲＬをご参照ください。 

  http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a.html 
 

【お問合せ】総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 情報通信経済室 ０３－５２５３－５７４４ 

平成２５年度「東京都シルバーパス」のお知らせ  
 

 満７０歳以上の都民の方には、お申込みにより都営交通・都内民営バスなどが利用できる「東京都シルバーパス」（有効期限：

平成２５年９月３０日）を発行します。お申し込みは、最寄りのバス営業所・都営地下鉄定期券発売所等のパス発行窓口へ。 

 

【お問合せ】（社）東京バス協会・シルバーパス専用電話 ０３－５３０８－６９５０ 

日 来庁者 目的 

５日 三宅村長 来訪 

１７日 東京都交響楽団 御蔵島公演 

２４日 東京都島しょ保健所三宅出張所 家畜飼育状況調査 

対象者と費用は以下のとおりです。 

① ２５年度の住民税が「課税」の方で、③以外の方 １０，２５５円 

② ２５年度の住民税が「非課税」の方 
１，０００円 

③ ２５年度の住民税が「課税」であるが、２４年の合計所得金額が１２５万円以下の方 

必要書類は、本人確認書類（住所・氏名・生年月日が確認できるもの）に加え、以下のとおりです。 

②の方 

次のいずれか１つを提示 

（ア）「２５年度介護保険料納入（決定）通知書」の所得段階区分欄の記載が１～４のもの＜御蔵島村＞ 

（イ）「２５年度住民税非課税証明書」  （ウ）「生活保護受給証明書（生活扶助）」 

③の方 

次のいずれか１つを提示 

（エ）「２５年度介護保険料納入（決定）通知書」の所得段階区分欄の記載が５のもの＜御蔵島村＞ 

（オ）「２５年度住民税課税証明書」 
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日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 6      啓蟄 7 8 9 

10 11 
定例村議会 

12   新月 13 14 15 16 
歯科巡回診療 

(～20日) 

17 18 19 20 
春分の日 

21 22 23 

24 25 26 27    満月 

 

28 29 30 

31       

島民カレンダー  

平成２５年  ３月 ＜如月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

平成２５年  ２月 ＜如月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

可 

不 

空 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4      立春 

 

5 6 7 8 9 

10   新月 11 
建国記念の日 

12 13 14 15 16 
歯科巡回診療 

(～20日) 

17 18 19   雨水 20 21 22 23 

24 25 26   満月 27 28   

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

可 

不 

空 

可 
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今月の行事（２月） 
～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します。～ 

◆立春（りっしゅん） 2月4日頃 

この日から立夏の前日までが暦の上での春です。 

寒さは最も厳しい頃ですが、降りそそぐ太陽の光からは、春の気配も感じられ始めます。 

節分の翌日で、「春立つ」ともいい、「立春」になることを、「寒明け」ともいいます。 

雑節の八十八夜・二百十日・二百二十日はこの日から起算します。 

 

◆建国記念の日（けんこくきねんのひ） 2月11日 

建国をしのび、国を愛する心を養う日として、国民の祝日とされています。 

初代天皇である神武天皇が即位した日をもって日本の紀元の日（紀元節）と制定しています。 

 

◆雨水（うすい） 2月19日頃 

雪は雨となり、氷も溶けて水となる時季です。 

雨水がぬるみ、草木も芽を出し始め、農家では、農耕の準備を始める目安となります。 

 

ゴミ収集日 

月曜日 毎  週  可燃ゴミ  

火曜日 
第１火・第３火  不燃ゴミ  

第２火・第４火  リサイクルゴミ  

水曜日 毎  週  可燃ゴミ  

木曜日 収集はありません  

金曜日 毎  週  可燃ゴミ  

し尿処理作業日 

毎月 １日  ・  １０日  ・  ２０日  

えびね公園開園スケジュール 

期間 開園日 閉園日 

４月～５月 月・火・水・金・土・日  木  

６月～１０月 水・金・土・日  月・火・木  

１１月～３月 水・金・日  月・火・木・土  


